地方債の自由化についての見解

１　地方債の発行自由化という問題が各方面で議論されているが、その前提条件として、まず最低限以下のことが担保される必要があると考える。

（1） 市場の不完全性の排除（大規模な投資家の寡占状態で、正常な価格形成がゆがめられるおそれの排除）

（2） 発行体の地方団体の財務情報開示の徹底（民間企業並み）
（3） 地方団体間のイーコールフッティングの確保（自然的、地理的条件、財政規模など持って生まれたハンディキャップに基づく発行条件差を適切に手当）

（4） 必要な事後的行政規制を行うことによる破綻（債務調整）の回避と市場の混乱　　の未然防止
（5） 災害、義務教育、社会保障などの分野における同一条件の担保（少なくとも同様な財政運営を行っている場合の同一条件確保）
２　また、財政投融資による地方貸付は将来的には廃止、公営企業金融公庫はこれまでの閣議決定に従い平成２０年１０月には廃止して金融市場等を活用した新たな仕組みを構築するとの前提で考えていく必要がある。
　

　　　（「行政改革の重要方針」（平成１７年１２月２４日閣議決定）抜粋）

　　　　１　政策金融改革

（2） 政策金融の各機能の分類

　　ウ　公営企業金融公庫分野

　　　　地方公共団体の共同債券発行機能であり、政策金融のスキームで行う必要はなく、撤
退する。

（3） 新組織のあり方

3 現行公営企業金融公庫

（1） 廃止し、資本市場等を活用した仕組みに移行する。

（2） 必要な財政基盤を確保する等廃止に向けた一定の移行措置を講ずる。

（4） その他の留意事項

　　ア　組織の再編や民営化等に当たっては、資産・負債の厳密な評価（デューデリ）を実施し、不要なものは売却又は国庫返納する。
　　イ　政策金融改革により、現に貸し付けを受けている者及び発行債権の所有者に弊害が発生しないようにする。
３　具体的構想としては、地方債を３種類に分別することを提案したい。第１の類型は優先弁済地方債（仮称）で、これには制度的財源対策分、災害、義務教育、社会保障関係、法律に基づく特別な地方債等を分類し、地方団体の他のすべての債務（給与支払い債務、各種社会保障給付債務など）に優先して弁済しなければならない旨を法律で規定する。その認定は総務省または都道府県が行うが、発行はあくまで地方団体の自由である。この類型の地方債の発行条件は、基本的には最優遇条件としての全国同一条件となるはずである。第２の類型は、普通地方債（仮称）で第１の類型にも第３の類型にも属さないものとし、現在の地方債とほぼ同じ位置づけをする。発行そのものは地方団体の自由であるが、事後的にある一定の起債制限比率（フロー指標）、債務償還能力（ストック指標）などを超えた場合には、発行制限等の国の行政規制を受ける。この類型の地方債の発行条件は、国の行政規制の強弱に応じてある程度の差がつくはずであるが、当該地方団体の責任に帰すことが出来ない事由に基づく発行条件の差は何らかの方法で適切に手当てされなければならない。第３の類型は、レベニューボンドであり、地域開発、都市交通、都市の病院などを予定する。一般会計からの一定の繰り出しを事前に決定し、公表した上で、当該事業の採算性により発行条件が市場原理により決定され、それに基づき地方団体が自由に発行するか否かを決定する。債務名義についても、一般地方債と区別することを検討する。
４　地方団体による共同発行は、第１および第２の類型において検討されることになろうが、第１の類型については、最優遇の全国同一条件が担保されるので、発行ロットの大型化により流通性を向上させ、よい発行条件を確保することを主眼とすることになり、第２の類型については地方団体の責任に帰すことができない事由による発行条件の差を排除することを主眼とすることになるものである。その具体的な構想についての見解は別途まとめていくことにしたい。
